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1.子育てサークル活動支援補助                       
■ 事業の趣旨 

子育ての喜びや悩みを分かち合える環境づくりの具体的施策として、親子交流や情報提供等を行う子育て
サークル（以下「サークル」という。）に、活動経費の一部を補助するものです。 

 
■ くわしくは（お問い合わせ先） 

こども若者部 子育て相談センター（さわやか保健センター3階） 

  TEL ０７７－５６１－２３３９まで 

 
 

条件 

草津市に登録されたサークルであって、下記に示す(1)から(4)の条件を全て満たすもの。 
(1)未就園の乳幼児およびその保護者向けに市内において継続的に活動するものであるこ
と。 

(2)サークル活動１回あたりの参加者のうち、市内に住所を有するものが参加者の３分の２
以上であること。 

(3)子育て支援事業、子育てに関する交流および相談等を主な活動の内容とするものである
こと。 

(4)未就園の乳幼児およびその保護者４組以上が参加する活動を年間５回以上実施する 
こと。 

補助の対象 

(1)報償費（サークル活動の中で、子育てに関する学習および情報交換、交流を促進する
ための行事等を行う際の外部講師謝礼） 

(2)使用料及び賃借料（サークル活動を実施する際の会場使用料） 
(3)消耗品費（飲食費を除いた、サークル活動にかかる文具や工作材料等の消耗品費） 
(4)保険料（サークル活動参加者の保険料） 
(5)備品購入費（サークル活動にかかる備品購入費） 

補助金の額 

補助金の額は、下記のとおりサークル活動回数に応じた上限額となります。 
・サークル活動回数年間５回以上９回以下は、上限１万２千５百円 
・サークル活動回数年間１０回以上１４回以下は、上限２万５千円 
・サークル活動回数年間１５回以上１９回以下は、上限３万７千５百円 
・サークル活動回数年間２０回以上は、上限５万円 

その他 
この補助金制度は、「草津市子育てサークル活動支援補助金交付要綱」に基づき交付され
ます。 
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2.地域サロン活動助成事業制度                       
■ 事業の趣旨 

小地域において参加者とボランティアが企画、運営するふれあいの場の活性化を図り、社会参加が困難となっ
た高齢者や閉じこもりがちな高齢者が気軽に通える場を作るため、地域サロン（以下「サロン」という。）に助成
を行います。また、新たに開設されるサロンには、開設準備金の助成を行います。 

   
■ 活動主体  各地域サロンです。 

対象となるサロンの
条件 

●サロンの参加者は、原則サロンのある町内に居住する６５歳以上の高齢者とし、１
サロンの人数は５人以上とします。（すでに町内に別のサロンがある場合は、市社協へ
ご相談ください）。 
●活動回数・活動時間については以下のどちらかで実施してください。 
ア．年２０回以上で半日程度開催すること。 
イ．年１０回以上、年１９回以下で半日程度開催すること。 
●１年間以上継続して活動できること。 
※ただし、新たにサロンを開設する場合は、開設年において６カ月以上の活動期間
があり、かつ翌年も継続して活動ができること。 

交付金の額 

●年２０回以上（上記の「ア」に該当）・・・年間５０，０００円 
●年１０回以上、年１９回以下（上記の「イ」に該当）・・・年間２５，０００円 
●新たに開設されるサロンに対しては、上記の金額以外に初年度のみ、開設準備金と
して年間３０，０００円を助成します。 

申請方法 新たに開設されるサロンで助成を受けようとする場合は、市社協へご相談ください。 
 
■ くわしくは（お問い合わせ先） 
  草津市社会福祉協議会 
〒525-0032 草津市大路 2丁目１－３５ 

市民総合交流センター（キラリエ草津４階） 
TEL 077-562-0084 FAX 077-566-0377  E-mail：info@kusa-shakyo.or.jp 
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3.通学路における交通規制や道路等安全対策要望       
■ 事業の趣旨 

 「草津市通学路等安全対策実施プログラム※」に基づく通学路における安全対策については、ＰＴＡ等の保護

者団体が中心となり危険箇所を抽出し、各学校で要望をとりまとめ、市教育委員会へ提出いただいております。 

 町内会としても、通学路における交通規制や道路等の安全対策への要望がある場合には、２～３月を目途に、

ＰＴＡ等の保護者や地域の団体を通じて学校へ要望いただくか、ご不明な場合は関係学校へご相談ください。

（町内会要望の様式とは異なります。上記へ相談後、学校等から指定様式を提示されます。） 

 

■ 事業主体 

草津市教育委員会事務局（要望内容に応じて所管部局と調整のうえ対応） 

 

■ 注意事項 

（１）要望内容について、必要に応じて６月に警察や道路管理者等関係者との合同点検を実施すること

があります。その際には、別途学校を通じて連絡しますのでので、可能な範囲で参加をお願いします。 

（２）小学校については、通学路（集合場所から学校までの区間）に指定されていることが要件です。通

学路指定外の場所は本照会では対策できませんので、所管部局へ直接要望ください。 

（３）通学路利用に限らない一般利用も含めた道路要望等については、上記提出期日以降も、随時所管

部局にて直接要望を受け付けますが、要望内容によっては、翌年度に本要望として改めて学校へ要望

を提出するよう依頼する場合があります。 
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■ 要望にかかるスケジュール 

 

※「草津市通学路等安全対策実施プログラム」とは 

  小中学校の通学路は、各学校で保護者や町内会等の意見も踏まえ、通学路の危険箇所の把握と安全

対策の要望を取りまとめ、警察や道路管理者などの関係機関の連携による合同点検で検討、協議し、実現

可能な安全対策を実施しており、 このような手順を対策実施要領として取りまとめたもの。 

 

■ くわしくは（お問い合わせ先） 

教育委員会事務局 学校教育課 学事・学校保健体育係（６階） 

TEL ０７７－５６１－２４２１まで 
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1.市政記録映像（ＤＶＤ）の貸し出し               
■ 事業の趣旨 

市の総合計画をもとに、実施してきた施策等を映像で記録しています。今後のまちづくりなどを話し合われる
とき等に御活用ください。 
・第２次草津市総合計画 明日に向かって（昭和 56年度～平成２年度） 
・第３次草津市総合計画 くさつハイ・プラン２１の成果（平成 3年度～平成１０年度） 
・第４次草津市総合計画 草津市１２年の歩み（平成 11年度～平成２１年度） 
・第５次草津市総合計画 第１期基本計画（平成 22年度～平成２４年度） 
・第５次草津市総合計画 第２期基本計画（平成 25年度～平成２８年度） 
・第５次草津市総合計画 第 3期基本計画（平成 29年度～令和 2年度） 
・第５次草津市総合計画 出会いが織りなすふるさと“元気”と“うるおい”のあるまち草津 
                 （平成 22年度～令和 2年度） 
・第６次草津市総合計画 第１期基本計画（令和３年度～令和６年度） 

    
■ 事業主体   

どなたでも借りることができます。 
 
■ 貸し出し    

図書館で貸し出しています。また、「第５次草津市総合計画 第１期基本計画」「第５次草津市総合
計画 第２期基本計画」「第５次草津市総合計画 第 3期基本計画」「第５次草津市総合計画」「第６
次草津市総合計画 第１期基本計画」については、地域まちづくりセンター等でもお借りいただけます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
■ くわしくは（お問い合わせ先）  

総合政策部 広報課（３階）  
TEL ０７７－５６１－２３２７まで 
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